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第１７回「第６次出入国管理政策懇談会」 議事録

開催日時：平成２６年１２月１２日（金）

午前１０時２９分から１２時３４分まで

於：法曹会館「高砂の間」

［出席委員］

木村座長，多賀谷座長代理，勝野委員，ロバーツ委員，新谷委員，ノレーン委員，高橋委員，

中山委員，根本委員，野口委員，早川委員，水野委員，安冨委員，吉川委員，吉村委員

山本部会長代行

［入国管理局側出席者］

井上入国管理局長，杵渕官房審議官，菊池総務課長，石岡入国在留課長，丸山審判課長，

山下警備課長， 出入国管理情報官石崎

１ 開 会

おはようございます。時間少し前でございますけれども，御出席予定の委員全員そろいま○木村座長

したので，ただいまから第６次出入国管理政策懇談会第１７回会合を始めさせていただきます。

この懇談会も回を重ねてついに１７回ということで，よろしくお願いしたいと存じます。

まず初めに，本日の議題を御紹介申し上げます。一つ目は，難民認定制度に関する専門部会からの

報告といたしまして，本日専門部会から部会長代行をお願いしております山本隆司先生にお越しいた

だいておりますので，専門部会における検討の結果について御報告を頂きます。それにつきまして入

国管理局からの若干の補足説明がありますが，その後皆様から御質問等を頂きたいと存じます。２つ

目はここ数回行っております第６次出入国管理政策懇談会報告書（案）につきまして，事務局におき

まして前回会合での議論を踏まえ，あるいはその他電話等で御連絡いただいた分も踏まえて報告書

（案）を修正いたしております。その内容について事務局から説明を頂いた後，御意見を頂きたいと

存じます。

２ 難民認定制度に関する専門部会からの報告

それではまず初めに，山本部会長代行から難民認定制度に関する専門部会からの報告とし○木村座長

て御説明を頂きたいと思います。山本部会長代行，よろしくお願いいたします。

難民認定制度に関する専門部会で本年３月から部会長代行を務めております山本で○山本部会長代行

す。どうかよろしくお願いいたします。

既に本年７月のこの政策懇談会の第１１回会合におきまして議論の状況の中間的な御報告をしてお

りましたけれども，本日は議論の最終的な検討結果につきまして御報告申し上げたいと思います。

専門部会では昨年１１月から昨日まで都合１９回の会合を行いまして議論いたしました。本日私か

らは検討結果につきましてその概要を御報告し，具体的な内容につきまして専門部会の事務局から若

干の補足をさせていただきたいと思います。お手元の政策懇談会の報告書の冊子と言いますかホチキ

スどめしてあるものが配付されていると思いますが，それの資料編が後ろの方についておりまして，
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そのうちの資料４，ここに専門部会の検討結果報告の概要がポンチ絵で１枚紙で示されております。

こちらの政策懇談会の報告書「今後の出入国管理行政の在り方 ，まだ平成何年何月という日付が入」

っておりませんけれども，この政策懇談会の報告書に添付されているものになりますが。よろしいで

しょうか。

それでは，簡単に御説明を申し上げたいと思います。最初にこの資料の２段目のところに専門部会

の検討事項がございます。この部会の設置経緯といたしまして，昨年１０月にこの政策懇談会の第５

回会合におきましてこちらに掲げられました３点が検討事項，諮問事項とされまして，これにつきま

して本年末までに政策懇談会に検討結果を報告するようにとされたものと承知しております。

すなわち１，２，３ですけれども，第１に難民認定申請が急増する中における適正かつ迅速な案件

処理のための方策，第２に人道上の観点から在留を認める処分の在り方，第３に難民認定申請者に対

する支援策の在り方でありまして，特にこの一つ目の検討課題につきまして早急な検討が求められた

と伺っております。

次に３段目，見直しの方向性と書かれておりまして点線で囲まれた部分がございます。専門部会で

はいただきましたこの３つの検討事項に答えるべく，どのような方向性で検討を進めるべきかについ

て現状を分析しながら議論いたしました。そこではまず，そもそも難民認定申請に対しては迅速に対

応する必要があるわけですが，しかし申請者がかつてない規模で膨れ上がっておりまして，しかもそ

の中に我が国での就労やあるいは送還回避のために申請を濫用するといったケースも少なからず含ま

れているということが関係資料あるいは現場からの報告，実務に当たっている難民審査参与員などか

らのヒアリングで明らかになっておりまして，そのために案件処理期間全体が長期化をしているとい

う状況があり，それは真に庇護を求める難民を迅速かつ確実に庇護するという制度の本旨に反して望

ましくない状態にあると評価されるため，実態を把握しながら事案の内容に応じた効率的な処理手続

を構築する必要があるという意見が示されたところです。

他方で制度設計を考えるに当たりましては効率性を追求するのみでは不十分であって，まずもって

難民認定手続の公正性，公平性，透明性を高めることによって難民認定制度全体への信頼性を向上さ

せることが必要であるといった意見や，あるいは国際情勢が急激に変化している状況において，難民

条約の的確な適用をするということはもちろんなのですけれども，難民条約上の難民には直ちに該当

しないものに対しても様々な保護が要請されているということに対して日本として積極的に対応すべ

きであるといった指摘もなされたところです。

そこで具体的に今のポンチ絵のⅠ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳと書かれた部分でございます。まずⅠ，Ⅱの部分で

ございますが，これは庇護すべき対象とそれには該当しないものとを的確に区別する。すなわち，ど

のようなものが真に庇護すべきものかということを明らかにする，これがⅠのところでございます。

それから，Ⅱのところで，多数の，様々な申請事案を迅速，適正に処理するためにどのような手続を

とるべきかということを明らかにすることが重要であるという，この２点がまず示されております。

同時に，次のⅢ，Ⅳの部分でございますけれども，制度全体の質を更に向上させるということが必

要である。すなわち，Ⅲの部分ですけれども，法務大臣による難民該当性の認定，判断の内容を可能

な限り明らかにすることが必要である。それから，Ⅳ番目の部分ですが，情報収集・分析機能の強化

を行う，実務に携わる者の専門性の向上を図ることによって制度全体の質を向上させることが必要で

あるということがⅢ，Ⅳの部分でございます。
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これらを全て同時に遂行することによって難民認定手続の基本理念である適正，迅速な難民認定行

政を推進すべきであるという考え方に至ったわけでございます。

そこで，このⅠからⅣにつきまして更に概略を御説明したいと思います。まずⅠの部分でございま

す，保護対象の明確化による的確な庇護のための取組ということでございます。現行制度，現状・指

摘とございます。ここから少し説明を申し上げますと，条約上の難民の定義，これは難民条約に掲げ

られておりまして，入管法上の認定といった行為によって庇護を行うという仕組みがとられておりま

す。また，難民条約上の難民に該当しないといたしましても，何かしら考慮すべき事情が認められる

場合には人道配慮によって在留特別許可などによって個別に保護を行うという仕組みになってござい

ます。

他方で，こういった現状の運用においてはどのようなものに在留を許可することができるかという

ことが必ずしも明らかにされていないという指摘があり，難民条約上の難民に該当しないとしても現

代の国際情勢を踏まえて国際人権法上庇護する必要があるものを明確にするべきではないかという議

論がございました。例えば最近のシリア紛争から逃れてきた者について，現在の運用では個別に審査

をし，人道配慮による在留許可で対応しているというところ，そういった庇護すべき者の対象を更に

明確化すべきではないかという議論があったところです。

そこで提言の部分でございます。大きく分けて２つございます。一つ目は，難民条約の的確な解釈

によって保護を図る 「新しい形態の迫害 ，例えばジェンダーに起因する迫害のおそれがあるものに。 」

ついての難民該当性について検討されるべきであるということでございます。これは難民条約上の難

民を明確にする，いわゆる「新しい形態の迫害」といったものについても積極的に検討をしていくと

いうことでございます。

それから２つ目でございますが，難民条約上の難民には当たらない者についても国際的動向・国際

人権法規範を踏まえた「待避機会」としての在留許可を付与するための枠組みを創設すべきことを提

言してございます。これは既にＥＵ諸国において取組がなされているところでありますので，こうい

ったことを参考にすべきであろうと。他方で，庇護希望者を装うテロリストの入国などがされないよ

うに留意することも必要であろうということを指摘しております。

次にⅡの部分でございます。手続の明確化を通じた適正・迅速な難民認定のための取組がそのⅡの

部分でございます。現行制度，現状・指摘のところからです。御案内のとおり現行の制度では申請が

急増しておりまして，審査期間の長期化が課題となっております。その背景には，どのような中身の

申請であっても，また不認定になったとしても，訴訟を行い裁判が確定したとしても，何度でも繰り

返し申請をするといったことが行われているということがございます。また，専門部会の議論の中で

は特に正規在留者からの申請が近年急激に増えていると。その原因としては，申請を行えばほぼ無制

限に就労が許されるという在留資格を一律に付与している現行の取扱いが原因ではないかという指摘

がされたところです。

他方で，難民として逃れてきた状況に鑑みますと，当初から自己の主張を十分に行うことができな

い者がいるのではないか。また，親を伴わない未成年者であるとか，あるいは重篤な疾病，障害を抱

える者などの特別な配慮を要する申請者に対する取扱いを明確にすべきではないかといった指摘がご

ざいました。

そこで提言の欄でございます。大きく分けて５つございます。まず，申請者の抱える事情を十分に
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汲み取れるように申請書などについて必要な見直しを行う。申請書のフォームについて必要な見直し

を行う。申請に至る前の手続案内の充実を図るということ。

第２に，年少者，重篤な疾病者等に対する特別な取扱いの明確化，さらには事情聴取への医師ある

いはカウンセラーなどの専門家の立会を行うこと，ということが２番目でございます。

３番目でございますが，これは申請処理に関することで，事前振分け手続の導入による簡易・迅速

な処理の検討を進めるべきであるということ。すなわち，難民条約の掲げる事情を何ら申し立ててい

ない事案などについては難民認定申請の本格的な調査に入る前の段階で判別をして振り分けて，そう

いったものについては簡易・迅速，または優先的に処理するといった仕組みを導入すべきではないか，

導入の検討を進めるべきではないかとしております。その際の留意点，申請者の手続保障への配慮な

どについても報告書では触れておるところでございます。

４番目の○でございますが，複数回申請，再申請，これが近年非常に多いということを申しました

けれども，これにつきましては「新たな事情 「やむを得ない事情」に限定すること，複数回の再申」，

請が許される場合は「新たな事情 「やむを得ない事情」がある場合に限定することについて検討を」，

進めるべきである。すなわち，再度の申請は当初の申請手続の後に「新たな事情」が生じた場合，あ

るいは当初から事情はあったのだけれども，それを当初の申請手続のときに主張立証しなかったこと

について「やむを得ない事情」があるという場合に限定するということにして，その事情の有無につ

いて先ほど３番目の○のところで申し上げた事前の振分けの手続の中で確認をするといったことを検

討すべきではないかということを申しております。

そして最後の○のところですが，申請中の者に対する就労許可の在り方につきましては，稼働を目

的とした濫用的な申請の要因となっているということがかなりうかがわれるということがございます。

正規在留者である難民認定申請者に対して一律の就労許可を付与しているこうした現行の運用につい

て，例えば一定の条件を設けて個別にその許否，就労の許否を判断するといった仕組みを設けるなど，

諸外国の例も参考にして見直しを進めるべきではないかということを提言しております。もちろんそ

の際には真に庇護を求める者の生活の安定が阻害されることがないように最大限の配慮を払うべきと

いうことも同時にもちろん申し上げております。

それから，Ⅲの部分でございます。認定判断の明確化を通じた透明性の向上のための取組でござい

ます。まず現行制度，現状・指摘の部分でございます。入管法上難民の要件は難民条約に準拠してお

りまして，認定の実務は司法による難民条約の判断・解釈に沿って遂行されることになります。これ

自体は我が国の法体系上当然のことであって，特に問題があるということではありません。ただ，そ

の専門部会における議論の中では実際にどのような難民の認定判断がなされているかということが客

観的に明らかになっていないのではないか。認定判断の透明性の向上が必要であるといった問題提起

や，あるいは認定判断の重要な基礎となっている申請者の申告情報や国際情勢に関する各種資料が現

状では案件を担当する難民調査官が個々の審査に当たって個別に収集をしていると。そうではなくて，

むしろ情報を一元的に収集・分析するという視点も必要なのではないかといった議論がございました。

そこで提言の欄でございますが，大きく分けて４つございます。まず，難民該当性に関する規範的

要素の明確化の取組ということで，我が国でのこれまでの実務上の先例や裁判例を踏まえ，またＵＮ

ＨＣＲが発行するガイドライン等の諸文書なども参照しながら可能な限り一般化，明確化することを

追求するべきであるということを言っております。
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次に２番目でございますが，申請者に対し個別に教示される難民不認定理由書の付記理由を一層充

実させること。それから，難民認定された場合の理由の付記。不認定理由というのは今でもついてま

すが，これを一層充実させるということと，難民認定された場合の理由の付記についても検討すべき

であるとしております。

３番目の○でございますが，認定・不認定の事案について個人情報を捨象して概要を積極的に公表

し，認定判断や我が国に国際的保護を求めている者に関する状況について国民の理解を得るように努

めるべきであるということを提言しております。

４番目でございますが，申請者の出身国情報や国際情勢に関する幅広い資料を国内外の関係機関と

の連携を強化しながら収集・分析して活用していくということで，より適正な認定判断の実現を目指

すべきであるとしております。

最後，Ⅳの部分でございますが，認定実務に携わる者の専門性の向上のための取組でございます。

現状・指摘等とございます。認定実務に携わる者として難民調査官等の入管職員やあるいは異議審査

を担当する有識者である難民審査参与員，さらには申請者の通訳に当たる入国管理局の通訳人がおり

ますけれども，急増する申請の中で人員が不足している状況にあるほか，調査官やあるいは通訳人の

更なる専門性の向上による制度全体の質の底上げということが求められております。

そこで提言の欄でございますが，大きく分けて５つございます。まず，調査官や参与員の増員・増

配置によって審査体制の充実を図るべきであるということ。

２番目に，増員等とあわせて，現在の案件処理のプロセスそのものも見直して，効率的な案件処理

体制を構築するべきであるとしております。

３番目に，ＵＮＨＣＲをはじめとする関係機関との積極的な連携協力によるケーススタディを含む

研修等の人材育成プログラムの充実・強化に更に取り組むべきであって，高度な知識及び調査能力を

持つ難民調査官を育成すべきであるとしております。

そして４番目ですが，難民審査参与員の判断事例をその守秘義務にも配慮しながら，他の参与員と

も共有する仕組みを設けることで参与員の任務遂行に資する有用な取組を行うべきであるとしており

ます。

最後に，裁判所による法廷通訳人に対する取組なども参考にして，通訳人に対する研修課程を構築

するべきであり，将来的には通訳人のレベルを客観的に評価することによってその質が担保される仕

組みの導入についても検討すべきであるとしております。

以上の取組を進めることによって真の難民の適正かつ迅速な庇護の推進を図ることが本報告の全体

の提言となっております。

以上が報告の概要でございますけれども，更に付言したいことがございます。政策懇談会からいた

だきましたこの専門部会の任務は，難民の認定制度の検討，つまり迫害から日本に逃れ，日本で申請

を行った者についての認定手続について現在起きている制度上の諸問題を解決するというための検討

でした。そのため，例えば海外から政策的な判断で難民を連れてきて保護する，いわゆる再定住政策，

あるいはどのような職種の外国人を受け入れるかといったいわゆる外国人労働者の受入れ政策などは，

これは頂いた検討事項からは対象外と整理せざるを得ず，専門部会では難民認定制度上の解決策とい

う部分に集中して議論を進めてまいりました。

しかしながら，もちろんこれらの政策と難民認定制度の現状は無関係というわけではございません。
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議論の中では再定住政策や外国での難民支援活動に対する資金援助を含む我が国の難民政策の今後の

在り方についても考えなくてはいけないのではないかといった指摘や，あるいは近年の申請が増えて

いるということの背景には我が国への就労を目的とした入国の機会が限られているということがある

ために，難民認定制度に申請が集中しているのではないかなどといった難民政策あるいは外国人受入

れ政策の在り方についての意見も出されたところです。

これらにつきましては，今の認定制度の現状に関しまして，その背景においてかなり密接に関連し

ているということは確かであろうと考えられます。専門部会といたしましては，今後の政策懇談会や

あるいは各方面の議論にこのような視点も反映されることを願っております。

最後に，この専門部会には行政法，国際法，国際関係論など学術分野の専門家，現職の難民審査参

与員，それから難民支援に当たるＮＰＯの方やあるいは弁護士など，様々なお立場，御見解の方々に

お集まりいただきまして活発な議論を行ってまいりました。率直に申しまして幾つかの点で委員間に

見解の相違も見られたところでございます。その中でできる限りコンセンサスが得られる部分をまと

め，一定の方向性を本日お示しいたしましたけれども，更に今後の検討課題として問題提起を行うに

とどまった，あるいはこのように意見が分かれたといったことを指摘するにとどまった論点もござい

ました。ただ，その中で一定の方向性をとにかく示すことができたということは有意義であったと感

じておりますし，また意見が分かれた部分も含めて今後の議論のための土台にすることはできたので

はないかということを感じておりまして，この報告書が政策懇談会における活発な議論に資すること

を願っております。

私からの報告は以上といたしまして，あとは事務局からの補足説明を頂きまして，その後質疑応答

の機会があるということでございますので，そこで御質問をお受けしたいと思います。

それでは，君塚難民認定室長から補足説明をお願いしたいと思います。

それでは，専門部会の事務局といたしまして，これまで昨年１１月から昨日まで○君塚難民認定室長

１９回に及ぶ議論の中で委員間で様々に議論が分かれたもの，特に白熱した議論があったものについ

て焦点を当てながら御報告申し上げます。

お配りしております「難民認定制度の見直しの方向性に関する検討結果（報告 」ということで２）

５枚ものの本文でございます。これを御覧いただきたいのでありますけれども。

早速でございますが，この９ページですね，上の方から提言というのが出ていますけれども。これ

は今山本部会長代行から御説明頂いたⅠ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳの提言のⅠの部分でございます。四角枠で囲っ

てあるのが提言ということでございます。その前の方に現状認識などを記載し，提言の後に議論の内

容，様々な議論があった内容，その他参考事項と，こういう構成で提言Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳということで

構成しているものでございます。

この提言Ⅰにつきましては，難民条約上の難民の要件には該当しないものの国際的な保護が必要と

認められる者の対象範囲についての議論があったわけでございます。いわゆる補完的保護と言われる

ものの対象といたしましては，欧州をはじめ多くの国で採用されております拷問等禁止条約に言うと

ころの拷問にさらされるおそれがあるもの，あるいは戦争，地域紛争の被災民にとどまらず，他に自

由権規約あるいは児童の権利条約などの国際人権条約についても幅広く対象範囲に含めたほうがいい

と，そのほうが保護対象が厚くなるとし，またその場合においては難民と同様の保護を与えるのが好

ましいといった意見もありました。



7

他方で，人権諸条約と言いますのは本来各国政府，それぞれの国の政府の自国民に対する保護等に

関する責務であって，その責務が果たされていないとされていることをもってして我が国が相手国政

府に代わって義務的にかつ難民に準じて処遇することについてはこれは慎重に考えるべきであると，

こういう意見もあったわけでございます。

最終的には今回お示ししたような提言としてこの四角枠で囲っておりますところの○になりますけ

れども，この文言の中に含まれますが，例えば武力紛争あるいは拷問等禁止条約に規定する拷問を受

ける危険などから我が国に逃れてきた者等について，難民条約上の難民に該当しないと考えられた場

合であっても，国際的に人権・人道上保護の必要がある者に対しては待避機会として在留許可を付与

するための枠組みを設けるべきであるという内容でコンセンサスが得られたものでございます。

ページをおめくりいただいて，次に１３ページ，１４ページ，これは提言Ⅱに関するものでござい

ます。ちょっと分量やや多うございますけれども，ここにおきましては様々な議論がございました。

例えば弁護士の立会いを異議審のみならず一次審にも拡大することの是非につきまして，現状の異議

審における代理人の状況などを踏まえながらの議論がございましたし，あるいは今山本部会長代行か

ら御報告がありましたとおり，濫用的申請の抑制策，すなわち根拠のない申請，あるいは複数回申請

などにつきまして，そもそも規制を行うことの是非につきまして大きな議論がございました。

まず，申請数がかつてない規模で急増しているという中にありまして，濫用的な申請などにより案

件処理期間全体が長期化しているという現在の状況は，真に庇護を求める難民を迅速かつ確実に庇護

するという難民認定制度本来の趣旨に非常に悪影響を与えて望ましくないと。実情を踏まえながら事

案の内容に応じた効率的な処理手続を構築するべきという意見が示されました。

他方，効率性だけを追求するのみでは不十分であるとしまして，手続全体の公平性，透明性を高め

ることにより制度全体への信頼性を向上させることこそがこの効率性の向上にもつながると，こうい

った意見も示されたものでございます。

そこで，この提言の④に含まれている文言でございますけれども，④の冒頭の部分ですが，不適正

な申請事案については事前に保護対象を判別し，事案の内容に相応した処理を行うことで，これらを

抑制する仕組みを設けることについてさらに検討されるべきであるがその際には申請者の置かれた立

場や手続保障にも十分に配慮するという趣旨の内容でコンセンサスを得たものでございます。

それから続きまして，正規滞在者からの難民認定申請が増加しているということの背景といたしま

して，申請さえすれば一律に就労活動が認容されると，こういったことがある種のインセンティブに

なってしまっていると，従ってその規制が必要であるという意見のほか，正規滞在者たる難民認定申

請者の就労を制限するだけの議論に終始するのではなくて，難民認定申請者の全体について，在留資

格の有無で区別するのではなくて，そもそも難民認定申請者の就労というのは人間の尊厳そのもので

あるという観点からも考察されるべきであるとの意見がありました。すなわち，非正規滞在者，要す

るに不法滞在者に対しても就労を認めるというのは出入国管理秩序の根幹に関わる問題であるという

入国管理当局の基本認識をそもそも改めるべきであって，いかなる難民認定申請者に対しても就労可

能な在留資格を付与することを含めて検討されるべきとの意見もございました。

最終的にはこの提言の⑤の記載で合意がとれたわけでございますが，この議論の経過についてはこ

の後出てくる議論の状況その他参考事項の中で詳細に触れているところでございます。

次に，１８ページから１９ページにかけての提言Ⅲについてでございますが，これについては当初
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難民認定の基準という言葉ですね，基準の実現可能性という点での議論がございました。申請者ごと

に個々の事情というのが異なるということについて画一的な判断基準を設けるというのは我が国にお

きまして国内法上の行政が拠るべき基準というときには一律にこの判断を導くことができる程度に明

確かつ具体的であるということの必要があるわけですけれども，この難民に関しましては各国情勢あ

るいは申請者の個々の事情というものをつぶさに詳細に確認して判断を行うという，この難民認定の

本来の性質を踏まえると，基準というものを策定することは限界があるのではないか，むしろこれは

神々の議論にも等しく，なかなか厳しいのではないか，むしろ先例となる事案の公表，あるいは出身

国情報の収集・活用を充実することによってカバーされるべきではないかと，こういった意見もあっ

たわけでございます。

他方で，公正な難民認定実務を実現するという観点からすると，日本の難民認定に関する解釈はヨ

ーロッパなどで打ち立てられているよりも厳格であるとしまして，ＵＮＨＣＲのハンドブック，ガイ

ドブックを解釈の重要な指針であると位置付けて，難民認定基準の確立を通じてより明確にしていく

ことが必要であるという意見もあったわけでございます。

こういった議論を踏まえまして，提言Ⅲにつきましては①に書いてございますけれども，難民該当

性に関する判断の規範的要素を我が国での実務先例や裁判例を踏まえ，またＵＮＨＣＲが発行する諸

文書，先ほど申し上げたハンドブック，ガイドライン等を含めたもの，それから国際的な実務先例，

及び学術研究の成果などを参照しつつ，可能な限り一般化・明確化することを追求するべきである，

前向きにチャレンジするべきであるというような内容でコンセンサスを得たものでございます。

それから，最後にＵＮＨＣＲとの協力関係につきましては，既に１８ページの今見ていただいてい

るところの提言Ⅲの①，今申し述べたところでございますが，あとは２２ページ目の提言Ⅳの②の中

で具体的にこのＵＮＨＣＲの名前を挙げながら具体的に記載をされているところでございまして，大

きく２つございまして，人材の育成，それから情報提供という大きな２つの点での協力関係を維持強

化していくという点でのコンセンサスは得られたところでございます。

ただ，一部の委員からは，現時点での難民認定実務に対するＵＮＨＣＲの関与が非常に弱いのでは

ないかということで，一層適切な質の確保と透明性を醸成すべくということで，例えば難民審査参与

員の任命，あるいは個々の審査事案のレビュー，さらには今後の我が国の難民認定制度の制度設計に

当たってＵＮＨＣＲによる関与を認めることで改革を進めていくべきとの意見もあったわけでござい

ます。ただ，この意見に対しましては，国際機関，世界の難民問題の解決に当たっているＵＮＨＣＲ

の協力関係はもちろん重要ではあるものの，公権力の行使である行政処分の手続に国際機関が直接あ

るいは間接的に関与するというのは国民主権ないしは民主政原理との関係で大きな問題を呼び起こす

可能性があると。国家主権上との関係でかなり重大な憲法問題を呼び起こすとの意見もあったわけで

ございます。

このような幅広い論点に関しまして様々な意見が表明され，活発な議論が交わされたということで

ございますが，こういったＵＮＨＣＲとの協力関係についてもこの中でちりばめた形で記載されてい

るところでございます。

最終ページの第９，終わりにというところに実は記載されているのでありますが，この専門部会全

体におきましては，まず，現実に生じている多面的課題への実際的かつ漸進的な対応というものを志

向する立場として，実はこの専門部会は９月，１０月には実際に現場で難民審査参与員として長くや
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られていらっしゃる各方面の参与員の方々を数名お呼びしましてヒアリングを行った際にも実は聞か

れた言葉であるのですけれども，難民性という点で相当数に上るものがそれに該当しないと，中には

ダイヤモンドの原石を探すような作業をしているような感覚であると，むしろこうした現状に失望，

落胆をするといった声にも代表されているところがございまして，濫用，誤解というものに基づく申

請を受け付けている現行の制度運用を抑制してほしいという声が出ていたところでございます。そう

いった点での現在の難民認定申請システムの見直しというものを図っていかなければならないという

意見もございました。

もう一つは，ここにも書いてございますが，難民認定制度の公平・公正性というものをあくまでも

追求し，難民認定制度のあるべき姿というものを希求する立場として，世界と比較してこれだけ認定

数が少ないというのは制度あるいは体制に問題の根源があるのではないかという見方に端を発しまし

て，そこから発展した形でＵＮＨＣＲの介在なり関与というものを主張する，あるいは難民認定業務

を所管する組織の見直しまで幅広く検討すべきといった意見も出たところでございます。

こうしたものの見方，光の当て方，あるいはマクロ，ミクロの観点などさまざまな立場，バックグ

ラウンドもあり，検討テーマによりましては冒頭申し上げたようにかなり白熱した議論が交わされた

末，かように提言の形で昨日専門部会においてまとめられた次第でございます。

以上，事務局からの報告とさせていただきます。

ありがとうございました。○木村座長

冒頭山本部会長代行からお話がございましたように，１３か月弱になると思いますが，そこで１９

回という大変な数の会合を重ねていただきまして，大変白熱した議論を基にしてこの報告書をおまと

めいただいたわけでございます。ざっと拝見したところ，かなり内容の深い，濃い報告書になってい

るのではないかという印象を持ちました。

それでは，少し時間をとりましてただいまの報告書につきまして少し質疑応答を行いたいと思いま

す。ただ，山本部会長代行にはその間はここにいらしていただきますが，終わりましたら御退席の予

定でございますので，あらかじめ御報告申し上げておきます。

それでは，どうぞ御質問等ございましたらお手を上げて。

ありがとうございます。英語でしゃべらせていただきます。○ノレーン委員

まず，山本部会長代行に御説明いただき，ありがとうございました。かなり集中的にいい議論をな

さっていたことがわかりました。このように非常に難しいトピックに対して集中的に議論を行ってい

ただき，委員の合意を得た報告書をお作りになられたことに対して感謝いたします。

このような形で専門部会の中で合意がとれた報告書を御提出いただいたので，我々としてはそれを

受け入れるということがとても自然なのではないかと思います。

また，専門部会の報告書の中で４つの提言がありましたが，こちらが我々の懇談会報告の資料とし

て入っていますので，そういう意味でも我々の懇談会報告の中に取り入れられたと考えています。私

の意見としては，この検討結果の報告を懇談会の報告の中でもそのまま取り入れて，また同時に今後

の手続の簡略化に資するためにもそのようにしたらいいかと思います。

この後の懇談会報告の議論のときにも申し上げようと思いますが，今回の検討において日本が国際

社会に対して果たす責任，難民に関して果たす責任について改めて確認ができたことは良かったと思

います。
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これまでみてきたように，日本で庇護を受けている方の数はとても国際的に少なく，前年は１５０

人程度だと伺っておりますが，これは日本が国際社会に対して持たれるイメージというものに悪い影

響を与えていると思います。この国際社会からのイメージの問題に関して今回の検討で，改めて認識

することになったので良かったと思います。

また，ＵＮＨＣＲとの協力のことが触れられていましたが，このことも今後の手続を透明化して行

うことで先ほど述べたイメージの問題についてもまた改善していけるのではないかと思います。

懇談会報告にどのような形でこの議論を取り入れていくかという点についてはまた後ほど議論させ

ていただきたいと思います。

ありがとうございました。○木村座長

当懇談会のレポートに言及しながらの意見でもよろしいですか，それは別の機会があるの○吉川委員

ですか。

山本部会長代行がいらっしゃる間は，ですから。○木村座長

そうですか，では後にします。○吉川委員

他に。○木村座長

山本部会長代行，それから専門部会関係の事務方の方たちもこのような本当に大きな議論○吉村委員

をレポートにまとめていただき，ありがとうございました。大変勉強にもなりました。

そして，本政策懇談会の方での議論からも拝見しますと，例えばＥＵ資格指令などの補完的保護と

いったことは触れてあるのですけれども，例えばＵＮＨＣＲのガイドラインといったようなことは文

言として出てきませんが，何かそうした議論というのはありましたでしょうか。例えば私などは難民

問題は専門外ですので難民に関係する文献・資料を見ますとＥＵのケースであるとか，もしくはＵＮ

ＨＣＲのガイドラインであるとか，そういうことが日本が学ぶべきであるといった形で書かれている

研究論文もありますが，ＵＮＨＣＲのガイドラインについてもしも専門部会のほうで議論がありまし

たら少し御紹介いただければと思います。

一般的には提言Ⅲですね，検討結果報告で申しますと１８ページでございますけれ○山本部会長代行

ども，この提言Ⅲの①の部分で，ＵＮＨＣＲが発行する諸文書，国際的な実務先例等々を参照しつつ，

難民該当性に関する判断の規範的な要素を明確化すべきであるという言い方をしてございます。

あとは，補完的保護に関してはそれほどいろいろあるわけではございませんが，１０ページの終わ

りのところでこのＵＮＨＣＲの文書を少し引用してございます。ＥＵ資格指令につきましては先ほど

御指摘がありましたように９ページの提言Ⅰの③のところでありまして，さらにＵＮＨＣＲのこれは

ガイドラインですかね，ＵＮＨＣＲの文書も１０ページの終わりのところで引用しているということ

でございます。

ありがとうございました。○吉村委員

他によろしゅうございますか。○木村座長

難民認定のところで，元々なぜ難民認定が余りにも少ないか，そのことは日本が国際的責○高橋委員

任を果たしていないという現状認識から議論は当然されていると思うのですが，そのときに「新しい

形態の迫害 ，このことについて日本国内での認識が進んでいない，だから難民認定が進んでいない」

というようにも読めるわけですけれども，そもそもとして日本の難民認定そのものに問題がないかと

いうその辺の議論は出なかったのでしょうか 「新しい形態の迫害」に対するところがやはり最大の。
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問題なのだ，そこへの認識が最大の問題なのだということなのでしょうか。

「新しい形態の迫害」につきましてはレポートで申しますと９ページの①の部分に○山本部会長代行

ございます。ここで「新しい形態の迫害」について難民条約を適切に解釈することによって難民と認

めていくということを考えるべきだと書かれてございます。この点については専門部会の中で基本的

な部分については異論がなかったところです。ただ，難民認定数が少ないことの原因が主にこの「新

しい形態の迫害」を十分すくい取っていないからだという議論ではなかったと認識しております。も

ちろん「新しい形態の迫害」を十分にすくい取っていない部分がある可能性はあるかとは思いますけ

れども，ただ数としてこれが非常に多く，すくい取られていないから全体の認定数が少なくなってい

るという趣旨に立った上での議論ではなかったと思います。

そうすると，例えば今非常にこの難民認定制度が濫用されている，そこに多くの精力をと○高橋委員

られているゆえに本物の難民をすくい取ることができないというそういう一つの問題意識があると思

いますし，あるいは新しい国際情勢への対応が遅れているという点も数量的にはともかくとしてある

と思うのですが，問題点を整理して具体策を講じれば結果として日本が難民認定に関して果たすべき

役割を果たしていく方向に向けて難民の認定が増えていく，そのことについての認識は専門部会でも

うできていたのでしょうか。

はい，やはり数としては非常に濫用的な申請が多くて，それで本当に救わなくては○山本部会長代行

いけない人の難民認定が非常に遅れてしまっているという現状がありますので，そこのところを改善

していけば難民認定プロセスがクリアとなってあるいはその数はもっと増えていく可能性はあるので

はないか。具体的に数としてどうなるかということまでは議論しておりませんけれども，現在のよう

な状況の中でダイヤモンドを探すのに非常に苦労しているといった状態は改善されるのではないかと

考えております。

ありがとうございました。○木村座長

事実関係の話なのですが，こちらの中に難民認定申請をする方の中で正規在留者からの申○中山委員

請の増加が顕著ということが言われておりますけれども，その正規在留者というのはどんな在留資格

の方が濫用的に申請をしているのでしょうか。

事務局のほうから。○山本部会長代行

これ最近の数値でございます。２６年１１月末までで実はもう既に約４，５００○君塚難民認定室長

人からの難民認定申請がございます。昨年が３，２６０人でございますので，このままでいくと恐ら

く５，０００人に達するという勢いで，相当数増えている状況にございます。そのうちの約８２％が

正規在留者でございます。この内訳でございますけれども，速報値によると，全体の約４，５００人

を１００％としますと，観光等の短期滞在の在留資格で日本に入国して難民認定申請をした者が約３

５％。それから，最近新聞にも出たのですけれども，留学生として入国して，通常は半年とか１年分

学費を前払いすることが多いのですけれども，その学費を払わなくなった，それで学校を除籍された

等々の理由で難民認定申請をする留学生が約１４％。それから，技能実習生として入国して，技能実

習１号から２号に切り替えた後，あるいは１号のまま実習先から逃亡しそのまま難民認定申請に及ん

だ者が約９％ということでございまして，実はこの留学生，研修・技能実習生を合わせての割合につ

いて，昨年は１０％未満だったのですけれども，本年については１１月末の速報値で既に２０％に達

しておりまして，特にネパールはこの約４，５００人の２０数％を占めておるのですが，そのうちの
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半分以上が留学生及び研修・技能実習生からの難民認定申請でございまして，どうも口コミにより本

国でも日本で難民認定申請すれば働けるといった話が広まっているということもございます。そうい

った現状も踏まえながら摘発，広報ないしは難民認定制度の見直しの中で対応していく必要があると

考えているところでございます。

ありがとうございました。○木村座長

それでは，時間の関係もございますので，以上とさせていただきたいと思いますが，よろしゅうご

ざいますか。

では，山本部会長代行ありがとうございました。

ありがとうございました。○山本部会長代行

３ 第６次出入国管理政策懇談会報告書（案）について

それでは，冒頭御案内申し上げましたように，引き続き第６次出入国管理政策懇談会報告○木村座長

書の議論に移りたいと存じます。

初めに，根岸企画室長から修正しました分についての説明をお願いいたします。よろしくお願いい

たします。

では，事務局から修正点の御説明をいたします。○根岸企画室長

お手元の資料のうち，今回表紙を報告書「今後の出入国管理行政の在り方」としておりますけれど

も，表紙の右上に前回からの修正版という赤字が入っているものが前回バージョンからの修正が分か

る見え消し版です。もう一つ表紙がきれいなものがそれを溶け込ませたもので，先ほど資料として使

われたとおり，後ろに参考資料を付ける形にしております。今はこの右上に前回からの修正版とあり

ます見え消し版のほうで御説明申し上げたいと思います。

その修正版の中で赤字で記載しておりますのが前回の御意見を踏まえて修正したもの，事前に皆様

にお送りし，御説明に行ける方については御説明に御伺いした時にお持ちしたものでございます。

青字で記載をしております修正箇所，これが事務局で作った修正版をお送りしあるいは御説明を申

し上げた際に委員からその場での御指摘あるいは追ってここを修正したらいいのではないかというよ

うな御示唆をいただいた点を踏まえて修正した点でございます。表現ぶりみたいなものもありますの

でその辺は省略いたしまして御説明したいと思います。

まず，はじめにの中の２ページ目を御覧ください。中ほどのところにこれは全体の考え方をダイジ

ェストで書いているところのうちの一部ですけれども，共生社会について記載しているところについ

て，ほんの二，三行で書く大きな考え方の中でコストのことだけ言うのはやはりちょっと共生を語る

上でおかしいだろうというような御指摘をいただきましたので 「地域において住民として貢献でき，

るような環境整備を行っていく必要がある」というような言い方にしております。

それに対して社会的な負担についても簡単にでもそこに入れておいたほうがいいのではないかとい

うような御指摘もいただきましたので，そこをちょっと短くして，検討を行いつつという形で付け加

えてございます。

その後は若干言い回しの修正がありまして，５ページ目，これは専門的・技術的分野の労働者の受

入れのところですけれども，５ページの上の方でございます。これは前回外国人労働者の受入れがた

だ求められるようになっているとなっていたのですけれども，単に求められるのではなくて早急な検

討が求められているのだろうということをはっきり書くべきというような御指摘をいただきましたの
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で，そのような記載をしてございます。

それから，しばらく飛んでいただきまして，第３の人口減少社会における外国人受入れの検討のと

ころでございます。そのうちの１２ページ，１３ページのあたりを御覧ください。総意としてコンセ

ンサスが得られた部分があった後に，それぞれのお立場からのところをやや両論併記的に書いている

部分ですけれども，そこをポツを打って幾つか分けて書いておったわけですが。まず一つ目の，地方

におけることを書いている部分，単なる少子高齢化に伴う人口減少だけではなくて，地方から大都市

圏への人口流出これもあってより深刻になっているということを背景に書いていた部分なのですけれ

ども，その中で元々の前回のバージョンですとあたかも定住化を前提とする，あるいは移民を前提と

するようにも読めるような書き方になっていないかというような御指摘があって，ここは御提案され

た方々の意見もそういう趣旨ではございませんので，定住化を前提としないというような文言を付け

加えてございます。

それから，１３ページのほうですけれども，こちらはむしろ反対に今後の受入れに当たってはやや

慎重に考えるべきと，拡大については慎重にあるべきというような考え方を書いている部分でござい

ます。前回御指摘の中でこのバージョンで言いますと１３ページの一番上のポツの部分ですけれども，

専門的・技術的分野の外国人は積極的に受け入れると，そうでないところは慎重にということで，こ

れは従来の方針を書いている部分なのですけれども，それは他にもその趣旨は書いてあるのでいらな

いのではないかというような御指摘をいただいた部分でございます。ただ，ここはそうした必ずしも

コンセンサスが得られなかった部分について両論をそれぞれ書いているという部分ですので，単純に

書いておきますとそのような御指摘もあり得ますので，むしろ今までの考え方，これまでの方針を維

持すべきであると，そういう意味であったということで 「前提に」という記載を「維持」と修正さ，

せていただいております。

それからその下，２つポツが分かれていたものを一つにしてございます。と言いますのは，これは

前々回の発言を受けて記載した部分なのですが，前回の事務局のまとめ方の不手際で申し訳ございま

せんでした。最後のポツ，若年世代が自らの希望に沿ってというのを消してある部分のところですけ

れども，ここが独立したポツで一つのパラグラフにしますと，必要なことかもしれないけれどもこの

懇談会で書くべきことではないのではないかというような御指摘であったと思います。ただ，これは

もともとこの意見が出た趣旨は，その前のポツから続いておりまして，労働者の受入れを人口減少へ

の対応として議論するのであれば，まずその前にやるべきことがあるというようなことの中で，その

具体化をした話の中であったということですので，ここは誤解のないようにこの下の２つのポツはつ

なげる形で一つのパラグラフにしております。文意そのものは変えているものではございません。

その後，第４の留学生のところについては表現がいかがかというようなことがございまして 「大，

学卒業後，我が国の企業への就職により」というようなことで書き換えてございます。

その後いろいろ表現の適正化のための修正が幾つかございまして，第５の技能実習のところに入り

まして，１６ページの下の方でございます 「同年１２月には同有識者懇談会としての報告書が取り。

まとめられている」と書いてあり，これは今別途行われています。この中でも委員を兼ねられている

方が多いわけですけれども，法務省，厚生労働省合同の技能実習に関する懇談会のことについて記載

をしている部分でございます。当初予定としてはほぼ同じぐらいの時期にまとまるのかなということ

で考えておりましたので，まだはっきりわからないのでペンディングのＰはつけておりましたけれど
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も，最終的にまとめて外に出せる段階で一緒にまとまっていればこのような形でいいかなということ

で書いておったのですけれども，まだあちらのほうの議論というのは引き続き続いておりますので，

ここについては議論が行われているということで一旦切ってございます。

そのようにはいたしましても，その後の検討事項等のところで書いている内容につきましては基本

的にはその前の６月に分科会のほうでまとめていただいた報告書でおおむね方向性は出ておりますし，

その後の閣議決定などもありますので，これを具体化していく議論がまだ更に進んでいるということ

でございますので，ここの検討事項等の内容については大きく変える必要はないのではないかと考え

ております。

１点だけ，１７ページの下の方で，２倍程度まで受入れ人数枠の増加のところですけれども，必ず

しも２倍と決めているわけでもないということで「例えば」ということを表現として入れてございま

す。

それから，次の第６の共生社会のところに進んでいただきまして，１８ページを御覧ください。１

８ページの中ごろに赤字で追記をしてございます。これは何度か指摘が出ていたところでございます

けれども，共生社会のための取組を進めるに当たって当然負担とかいろいろあるわけですけれども，

受け入れたことで，外国人を入れてそこで問題が生じてから対応するのではなくて，そもそも問題が

生じないように，そもそも受入れの際に共生のための施策と同時に合わせてやっていくということが

むしろ全体として長い目で見れば問題は余り生じにくくなるし，それはコスト的にもそうでしょうし，

外国人，日本人双方にとって問題が少ないということでうまくいくのではないかというような御指摘

であったと思います。その趣旨をここに付け加えてございます。

それから，１９ページの下の方でございます。ここについては最後いろいろな労働市場ですとか社

会保障ですとかこういうものを踏まえる必要があるとしておったのですけれども，単に踏まえるだけ

ではなくて踏まえて適切に対応していくと，やることが重要なのでそういうことの意味で文章をつな

げております。その際に社会保障について年金，医療等ということで例示すべきというような御指摘

をいただきましたので例示を付け加えてございます。

そして次のページ，２０ページの上の方ですけれども，これについてもはじめにのところで直した

ものと同じような趣旨ですけれども，社会的コストばかりがちょっと目立つように見えましたので，

地域の住民として貢献できるような生活環境を整えていくことが必要であるというような文脈の中で，

社会的負担についても簡単に触れておくというような形に修文しております。

その後は文章上の修正が続きまして，第７の観光立国の一番最後ですね。もう第８の前ですけれど

も，２３ページの下の方に，これは観光立国実現に向けたアクションプログラムですけれども，これ

の施策について取組を期待するとしております。これは前回経団連からの，法務省で作ります基本計

画への意見という形ではありましたけれども，様々な御指摘をいただきました。その御指摘全てにつ

いてちょっとなかなか深い議論もできませんでしたので，全てを個別事項として盛り込むことはなか

なか難しいと思ったのですが，その中で地方空港の問題などについて強く御主張がありましたので，

そこについてはこのプログラムの中に方向性が盛り込まれておりますので，これを進めるべしという

ことでいろいろ御指摘のあった事項についてこれでまとめて飲み込んだ形にしております。

それから，あとは若干文章の適正化を図るところが続きまして，２６ページの真ん中ごろです。こ

こは退去強制が決まったけれども現実に帰せなくなっているような人たちへの対処の問題ですけれど
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も，チャーター機を活用した送還ですとかＩＯＭと連携した施策などについて期待するということで

はなくて，より明確に積極的に進めるべきという方向性を書くべきというような御意見をいただきま

したので，そのように修正してございます。

そして，大きく直しておりますのが２６ページの下の方から，第９の難民認定制度に関する検討の

ところでございます。詳細は先ほど御報告ありました難民の専門部会からの報告をベースにし，その

骨になるところを記載しつつ，前回この懇談会で御指摘のあった点，それは構成と言いますかまとめ

方という面も含めてですけれども，それも踏まえて記載をしてみたものでございます。

大ざっぱに構成を御報告しますと，２６ページの一番下，難民認定制度の冒頭のところに，まず大

きな考え方，理念みたいなものをはっきりとさせたほうがいいのではないかというような御指摘があ

りましたので，基本的な認識について冒頭に記載しております。最初のパラグラフがそういったもの

でございます。

次の２７ページに入っての「我が国では」で始まる以降の２つぐらいのパラグラフのところがこれ

までの経緯ですとか数について記載をしている。その後赤字で加えているところについて，認定数が

少ないということへの指摘に関するような点について記載をして，その後２７ページ一番下の「他方

で」以降のところで申請の急増，大幅に増加しているという話が先ほどもありましたが，そのあたり

の点について書いております。そしてその背景ともなっておりますけれども，２８ページの中ごろか

ら複数回申請の問題，そして，そのページの下から次のページにかけて就労目的の申請というのが多

くなっているのではないかというような指摘，こういうような問題点について記載して課題としてま

とめております。

そうした現状背景に対して，２９ページの下の方から検討事項等ということですけれども，その検

討事項としても冒頭にまず基本的な方針として国際社会の一員としての責務というようなことをやは

り書いております。その後具体策として考えるに当たって真の難民ですね，真に庇護すべき者とそう

でない者というのは区別が必要だということ。あと，これは事前に御意見をお伺いしている段階で，

難民認定の審査の質の向上が必要だというような御指摘をいただきましたので，その辺もここに書き

加えております。

３０ページのほうにいっていただきまして，ここで先ほど出ました「新しい形態の迫害」等に関す

るような点について記載しております。新たな枠組みについて施策を推進していくべきであるという

ような記載になっております。そうするに当たっての留意事項，犯罪者等については当然留意すると

いうような点に少し触れた上で，その後，また赤字の「また，より適正な」というところですけれど

も，適正な難民判断のための資料収集等について記載しております。その後「そして」以降のところ

で透明性，信頼性を高めるための事例の公表などについて，そしてＵＮＨＣＲ等と連携・協力して難

民調査官と難民認定に携わる者の専門性の向上，そういった施策が必要だということについて記載し

ております。

そして，その後１行空けまして，３０ページの下からですけれども，こちらは逆にいわば濫用防止

と言いますかそういったほうの対応として，まずは濫用あるいは誤解に基づくような案件との振り分

けというのが必要であると。そして，その後に再申請，複数回申請ですね，何度も同じような理由で

繰り返し申請をする，これを抑制すべきであるというような点，ただ，必ずしも全てだめということ

ではなくて，当初の申請手続後に新たな事情が生じた場合とか当初は立証主張できなかったというよ
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うな事情がある場合に限るというようなことで，そうでないものについて抑制をしていきましょうと

いうような方向で書いております。

その後「あわせて」のところで，先ほども言いました就労目的の申請の抑制ということで，先ほど

専門部会の詳しい説明の中にもありましたけれども，これも抑制という観点ではただ止めればいいの

でしょうけれども，単純に就労を禁止するということになると真の難民の方々の問題もございますの

で，ここは就労を認めるか否かは個別の判断にすべきというようなことになっております。

最後３２ページのほうにいきまして，先ほど報告ありました難民の専門部会の報告，かなり密度の

濃い議論をしていただいてあれだけのものをまとめていただいたものですので，これを十分に踏まえ

て法務省において制度設計を行っていくべきというようなことになっております。

先ほど専門部会の報告の中にも指摘がありましたし，この懇談会でも御指摘がありましたけれども，

就労目的で難民認定申請をしているという者が相当数いるという中で，これは外国人労働者の受入れ

問題の検討と密接に関連するという御指摘が強くありましたので，これについても記載しております。

その後若干順番を入れ替えておりますけれども，ちょっと通常の難民認定の話と少し色合いが違う

ということで，第三国定住のことは少し離して一番最後に書いておったのですけれども，最後にこれ

だけちょっと浮いている感じがするのと，一番締めの言葉で入っております「難民認定制度を超えた

我が国の難民政策は」というような指摘については，これはかなり大きな政府全体の観点のものを言

っておりますので，そういう意味ではこの第三国定住も含めてここは最後の言葉になるということで，

第三国定住に関する記述は前に持っていきまして，最後に政府全体による根源的な議論が必要であり，

というようなことで，大きな観点のものを最後に入れて締めているというような状態にしてございま

す。

事務局から以上でございます。

ありがとうございました。かなり修文をしておりますが，御意見いただきたいと思います。○木村座長

吉川委員，最初に。

難民問題についての記載について２点お願いしたいと思います。まずその前に，この難民○吉川委員

認定については日本は世界的に比べると少ないということの指摘を正面から書いていただいたという

ことについては非常にありがたいと思っております。どうもありがとうございました。

その上で２つございまして。一つは３１ページですね，今日のバージョンですと。迅速な手続では

ねてしまうことの例外として「当初の申請手続後に新たな事情が生じた場合 「当初の申請手続時に」，

主張立証しなかったことにつきやむを得ない事情がある場合」ということになっておりますが，私は

こういう一般原則そのものについては特に異論はございません，賛成でございます。ただ，この迅速

な手続で簡易にはねてしまうことの結果が非常に重大な結果を招く具体的な場合もあると思いますの

で，これの具体的な認定に当たっては拙速にこれに当たらないということで簡易な手続で申請を却下

してしまうということのないように配慮していただきたい，そういう趣旨のことを盛り込んでいただ

ければと思います。それが第１点でございます。

それからもう一つは最後の３２ページ目でございますが，上の方で先ほどいろいろ御報告いただき

ましたこの専門部会の報告，この趣旨を十分に踏まえつつ，法務省において速やかに制度設計のため

の具体的な検討がなされるべきであるという記載がございますが，先ほどの報告にもありましたよう

に，専門部会の報告をざっと読ませていただきますと，かなりいろいろな論点について右から左まで
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いろいろな意見があるということでございますので，この趣旨を踏まえて法務省で具体的な検討をす

るという場合に，一体この専門部会の報告の中のどの意見を重視して制度設計をしていくのかによっ

てはかなりその制度設計の具体的な内容が変わってくる可能性がありますので，私はできればこれは

法務省が密室でと言うと語弊があるかもしれませんが，法務省だけでやるのではなくて，例えばパブ

リックコメントを利用するような形でオープンな形でこの制度設計をしていただくということが重要

ではないかと思っておりますので，その点をお願いしたいと思います。

以上でございます。

ありがとうございました。○木村座長

では，吉村委員。時間が余りありませんのでよろしくお願いします。

今回の報告書，新たに加えていただいたところも含めて事務局が丁寧に対応してくださっ○吉村委員

て，本当にありがとうございます。今回の意見メモでは，事前説明の時にも表現に違和感があるとい

ったことを申し上げた箇所などについて，具体的な形で提示したほうが分かりやすいかと思いました

ので，メモを提出させていただきました。幾つかはもう既にいろいろ質疑応答やもしくは難民問題に

ついてこちらの専門部会の報告書のほうで，これだったらばこういうことかという位置付けが分かっ

たというところもございますので，順に見ていきたいと思います。

左側に手書きで事務局の方に今回の一番新しいバージョンの見え消し版のページ数を入れていただ

きました。まず１２ページの８行目のところになりますが，以前に懇談会でも意見メモを私が出しま

したが 「家事支援分野の外国人」に関連するところです。そのすぐ前のところに建設分野及び造船，

分野の外国人というのもついておりますのでちょっと悩ましいところはあったのですが，本当は受入

れ自体に問題がある，そしてその影響も問題であるという形にしたいのですが，前のところがありま

すのでなるべく文言を変えないという面から考えますと，後のほうに「及び問題点」と加える形で，

単に「受入れがもたらす影響」が何か考えなければならないというだけではなくて，やはり「受入れ

の問題点」というニュアンスもちょっと入れる，そして文言を余り変えないという点では「その受入

れがもたらす影響」というだけでは少し不十分かなと思いまして 「その受入れがもたらす影響及び，

問題点」というところで少しニュアンスを出していただければと思います。

それから，１８ページの３行目，こちらは本当にこの懇談会でも分科会でもいろいろ議論していた

だきました技能実習制度について，一番最後のところ，要するにいろいろな問題はあるけれども，新

しい制度でやっていきますというような形でのまとめなので，それほどこだわる必要はないかと思い

ますが，やはり一般の方々もしくはその制度に対していろいろな懸念を持ってらっしゃる方々という

のは，そこの文言というのを一番見て結果として同じなのかと受け止められるということでは懇談会

で時間をかけて議論したことが全部無になってしまいますので，ここも多少ニュアンスというところ

にもなりますが 「技能実習制度の見直しに関しては」の後に「技能実習制度の見直しに関しては，，

制度に関する問題点をきちんと検証することが求められており，そしてその新制度への移行」という

ような形で入れた場合はちゃんと問題点についても真剣に取り組みながら新制度のことを議論するの

だということが分かるかと思います。

そして，その第９の難民認定制度に関する検討のところで意見メモで２点挙げましたが，補完的保

護，それからＵＮＨＣＲのガイドラインについて言及しないでいいのかということです。その２点を，

どういう形で入れたらいいかというのはちょっと悩ましかったのですが，今回こちらの難民認定制度
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の見直しについての専門部会のほうで９ページのところの提言の③のところに，例えば欧州連合の国

際的保護に関するルールであるＥＵ資格指令で採用されている「補完的保護」における「重大な危

害」に関する規定などが一つの参考になろうということで，ちょっと前後の脈絡のところでもしかし

たらちょっとずれているかもしれませんけれども，そうしたいわゆる難民認定については欧州並みに

やるのだとか，他の先進国の事例などを見ながら積極的にやっていくのだといった，ある意味，目指

す方向性というか，抽象的と言ってはいけませんけれども，ただ具体的な数値目標を出すのも現実的

ではない面もあるでしょうが，そうした多少あいまいなところを少し具体的に，例えばＥＵの行って

いるような補完的保護といったようなことも検討するのだというような文言を入れるということは積

極的な意味があるかと思います。今回の専門部会の提言の部分に入っている内容はある程度コンセン

サスがあるということでしょうから，少しそこで問題にならない程度の文言を入れるということが工

夫できたらより更に難民認定制度について具体的に進めていくのだという姿勢や理念が示せるのでは

ないかと思います。

そして，また戻りまして３０ページの５行目のところは「新しい形態の迫害」というので，先ほど

山本部会長代行の御説明のところでもあったかと思いますが，やはり「新しい形態の迫害」というの

は当初からいろいろと議論をうかがっていますと，いわゆるジェンダーに起因する迫害といったこと

が対象になっているということがある程度明らかであるならば，具体的に例示をし，例えば「新しい

形態の迫害」というのをカギ括弧を付ける形で示すだけではなくて （）の括弧を付けて 「…（ジェ， ，

ンダーに起因する迫害など 」とか，もしくはジェンダーに起因する迫害が中心的なものであるなら）

ば前にもってきて 「ジェンダーに起因する迫害といった「新しい形態の迫害 」というような形で具， 」

体的に例示したほうが文章としても，また読む人も，具体的に今国際的にも問題になっている事柄に

ついて日本もきちんと分かっているのだと明示できていいかと思います。

それから，その次の３０ページの１２行目について 「テロリスト，犯罪者等の入国・在留を」と，

いうのは，テロリストも犯罪者に含まれるのでちょっと違和感があると事前説明でも申し上げていた

のですが，それについては国の安全保障の問題で他の国との関係で必要であるということが専門部会

のほうの文章の中にありましたので，こちらについてはこのままでもいいかと思います。

次の第三国定住についても既に挿入場所を変えていただいていますので，それもいいかと思います。

そして最後に，国際的にアジアはもっとも多くの難民を出しており云々といった文言は，最後の部

分に入るといいと思います。私自身がアジア研究をしているからそういう視点が大事ではないかとい

うことではなくて，２０１１年の国会の決議などでそういう文言があったかと思いますので，それを

例えば数行だけそのまま載せるといったことも検討していただけると，全体として日本は単に条約の

関係でやってるだけではなくて，常にそうした国際社会における日本といった視点や理念をきちんと

意識しているのだということを明記できるかと思いました。

以上でございます。

ありがとうございました。○木村座長

他に。

章立て，章の構成がとてもロジカルで良くなったと思います。これまでの法務省の事○ノレーン委員

務局の作業に対して感謝申し上げます。

これまで取り上げられてきたテーマの中には今後の検討が必要なものもあり，それが本文の中に書
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かれていると理解しています。一つ，基本的な質問をさせて下さい。この懇談会報告は何によって他

の人たちに記憶されるのでしょうか。今日専門部会のほうから御提出いただき具体的な提案もあった

難民認定に関する問題は一つ我々の大きなトピックとして扱い得るのではないかと思います。

見え消しの３２ページの一番上のところです。先ほど吉川委員が御指摘なさった点と近いことなの

ですが，この中で専門部会からの報告の趣旨を十分に踏まえつつ，法務省において速やかに制度設計

のための具体的な検討がなされるべきであるとありますが，この「趣旨を十分に踏まえつつ」という

部分が少し弱いのではないか，漠然としているのではないかと思います。懇談会の下に設けた専門部

会で委員の合意のとれた報告書ができ上がったわけですので，当懇談会としてはそれを取り入れてい

くのが筋であろうと思います。ですので，ここの表現は「趣旨を十分に踏まえつつ」よりも強くして，

英語で言うと「ベースド・オン（ 「ベースにした」というような表現にするべきではなbased on）」，

いかと思います。

繰り返しになりますが 「趣旨を十分に踏まえつつ」というところは，専門部会からの報告の提案，

を踏まえつつ，提案をベースにしてというような表現にするべきだと思います。

もう１点，難民認定に関することで，既に触れられてはいますが，ＵＮＨＣＲに関する記述をでき

る限り増やしたほうがいいと思います。先ほど申し上げたように日本は国際的なイメージの問題がこ

の件についてはあります。ＵＮＨＣＲに関することを記述したりＵＮＨＣＲとともに検討していくと

いうことを見せることで日本が国際社会の意見を聞くということの準備ができているということをこ

の報告書を通じて伝えることができると思います。

昨年度の数字で年間でおよそ６万人の外国人が日本へ働きに来ています。一方，ポイント制を通

じて働いているのはおよそ２，０００人です。ポイント制に関することで意見を申し上げたいので

すけれども，今そのポイント制を使って就労している外国人はとても少ないということです。

見え消し版の９ページの検討事項等の下の段落です。この中で高度人材として認定を受ける者の数

は増加傾向にあるとありますが，ここについてこの報告書の最後に資料として認定件数の数字を載せ

ることが合理的なのではないかと思います。

６ページの最後の段落に関連してです。法務省が我が国の貢献に関するガイドラインを公表されて，

特に貢献が認められる外国人に対しては１０年ではなくて５年以上の在留歴で永住を許可するという

ことにしていただいたのはとても良かったと思うのですが，恐らく問題はこのことを知っている方が

少ないということであると思います。現在今まで累計で２，０００人の方がこのポイント制を使って

入国されていますが，恐らくこれはもっと増えるはずであろうと考えます。したがって，この報告書

の中に一定の貢献があったと認められる外国人に対して５年以上の在留歴で永住を許可することがで

きるということを広く一般に知っていただくことが必要である，そういう措置をとることが必要であ

るということを書き込むべきであると考えます。

どうもありがとうございました。○木村座長

私も吉川委員とノレーン委員がおっしゃったことがやはり引っかかります。いろいろな意○高橋委員

見が出ている中で具体的な内容がどうなるか。吉川委員はパブコメとおっしゃいましたけれども，パ

ブコメは一般的にはアリバイづくりに使われてしまうので，パブコメだけで大丈夫なのだろうかと。

それから，ノレーン委員はベースドオンとおっしゃいましたけれども，明確な多数決が形成されてい

ればベースドオンしやすいと思うのですが，意見が分かれていてコンセンサスがなかなか見えない場
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合にベースドオンでいけるのかどうかというところも含めて非常にまだ懸念な点がございます。

そういう意味ではこの問題に関して本来であれば引き続きその検討する場を作っていく，あるいは

少なくとも制度設計について具体的に法務省が委員会に説明をする場を作るなりそういうことが必要

ではないかと思います。ここは私見ですが。

加えて，ちょっと修文上もお願いしたいのは，見え消しで申し上げると，２９ページの検討事項の

ところです。検討事項の前半はいわば難民条約の日本での的確な運営を期すための方策ということで，

後半が濫用を防止するための方策，３０ページの下から２行目ですか，ここから１行空けて濫用を防

止するための政策ということになっていると思うのですが，そのままずっとページをいって３１ペー

ジですが，３１ページの最後の文章 「諸外国の例も参考に，見直しの検討を進めるべきである 」こ， 。

こで濫用防止については終わっています。次のページにいっていただいて，改行された後 「上記課，

題への具体的かつ効果的な対応策について」云々とありますが，この検討を進めるべきであるという

文章と上記課題へのというところには改行だけで１行スペースは入ってないわけですね。ということ

は上記課題というのは濫用の防止だけにとられる危険性もあるわけで，そういう意味では上記課題と

の間に１行設けて，かつその上で上記課題というのは何かということを具体的に２つテーマがあるの

だということを示していただいたほうがより当局への課題としてこういうことがありますよというこ

とを強く言うことになるのではないか。

修文上，テクニックの問題ですが，そういうところから始めて，さっき私が申し上げたような点に

ついて御配慮いただけないかということでございます。以上でございます。

ありがとうございました。私は法務省で検討するというときに，法務省が秘密にやるとい○木村座長

うことはあり得ないと思っておりますので，私はそこのところはそんなに神経質になっていないので

すけれども。

まず，この報告書はとてもいいものだと思うのですね。我々の様々な意見ができるだ○ロバーツ委員

け含まれているような気がしますので，ありがたいです。

今吉川委員とか吉村委員，ノレーン委員のおっしゃった発言についてなのですけれども，私も同じ

ようなことを考えております。特にＵＮＨＣＲとの協力関係を強調すべきだと思います。いろいろな

国際機関がこのレポートを読むと思いますし，日本の国際的な顔にもなると思うのですね。書かれて

いる文章は例えば人権を強調している，それはとてもいいことですね，人権を強調しています。それ

は評価されると思うのですね，国際的に。でも，やはりもう少し具体的に特に難民認定制度について

はＵＮＨＣＲとどのように協力するのかとか，どうして昨年は６名しか認定されなかったのか，どう

してそのようになったのか，これからどのようにしてそれをまた繰り返さないようにするのかをもう

少しとにかくＵＮＨＣＲの意見を十分に受け入れるように書いたほうがいいと思うのです。

以上です。

ありがとうございました。○木村座長

簡単に，難民認定制度の関係ですけれども。まずノレーン委員がおっしゃったのはもう既○早川委員

にただ英語の訳が違っているというかニュアンスが違うので，むしろベースドオンというような訳に

日本語としてはなっていると思います。

それから，吉川委員の御意見確かにそのとおりなのですが，ただこれは趣旨を十分に踏まえつつと

なかなか苦労して作られた表現だと思うのですが，これは意見がいろいろ分かれたということも含め
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てこの報告書を基にして更に検討すべきであるという趣旨だと思いますので，そうでないとするとも

しこれではだめだということでしたら，吉川委員からもう少し具体的にどのように書いたらいいのか

言っていただかないとちょっと分からないなという気がいたしました。

以上です。

ありがとうございます。○木村座長

ちょっと他の観点でお願いしたい。中山委員，どうぞ，他の観点からの御意見お願いします。

はじめにのところのいわゆる共生の話で２ページのところです。２ページの後半のところ○中山委員

で 「また，外国人との共生社会の実現に向けた取組も併せて推進していく必要がある」のところに，

青字で「社会的な負担を含めて検討を行いつつ」とあるのですけれども，これ私はやはりおかしいな

と思うのです。外国人の受入れに際しては必ず社会的費用はかかるのに，社会的な負担を含めて検討

を行いつつというのは，外国人受入れに際しての環境整備を前提にしないのではないかといった，疑

問を感じます。この報告書全体から見て，外国人に来てほしい，優秀な人に来てほしいという趣旨で

あると思いますが，優秀な人であっても環境整備は必要で，コストはかかります。その辺でこれは矛

盾するなというのが１点です。

それから，４ページのところの第２，経済社会の活性化のための外国人の受入れというところで，

専門的・技術的分野の外国人は積極的に受け入れていく必要がある 「一方で」というところで，専。

門的・技術的とは評価されない分野の外国人の受入れについてはいろいろ影響する問題であることか

ら，総合的な検討が不可欠であり，政府全体として検討を進めていく必要があるというところなので

すけれども，これは少し誤解を生む文章かと思いますので，このように直したらどうでしょうか。と

申しますのは，専門的・技術的であればこういった国民生活全体に影響する問題にならないというこ

とではなくて，現在でも私は現場から見ていると課題もあると思います。ですから 「一方で」とい，

うところの２行目の外国人の受入れについては「外国人労働者の受入れが」というのを入れることに

よって，全体として外国人労働者の受入れを進めることは国民生活全体やそういったところに影響す

る問題だから，政府全体として検討を進めていく必要があるというふうになるかと思いますので，

「外国人労働者の受入れが」というのを入れたらどうかと思いました。

それから，これは表現の問題なので後ほど確認していただけたらと思うのですけれども，例えば難

民認定制度に対する検討のところで，少し表現として乱暴かなという感じがしたのは，例えば申請の

中でいわゆる濫用，それから誤解というようなところで同じ事情を繰り返し主張して申請に及ぶいわ

ゆる再申請事案というところ，いわゆる再申請事案というのは，それをすぐ表すものならいいですけ

れども，読んでいくと，再申請をする人の６割強がこういった同じ事情を主張してということですか

ら，９割ぐらいだったらいいかなと思うのですけれども，そうではなくて普通にここは「同じ事情を

繰り返し主張して申請に及ぶ案件」とか，そういう表現幾つかあるのですけれども，そのほうが妥当

かなと思いました。

３０ページのところで，真ん中あたりの「ただし ，のところで，保護を図るべき対象をいろいろ」

こうしたらどうですかと書いてあるのですけれども 「ただし」のところで庇護希望者を装うテロリ，

スト，犯罪者等の入国・在留を防止する等，こういうことに留意すべきという，これはそのとおりだ

と思うのです。ただ，その「ただし，このように保護を図るべき対象を明確化するに当たっては」で

はなくて，保護をするに当たっては，明確化しなくてもこういう人たちはいろいろ装って入ってくる
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のではないかなと思って，この表現はちょっと違和感がありました。

以上です。

ありがとうございました。○木村座長

３点ほど申し上げたいと思います。まず１点目，全体を通して非常にうまくまとめていた○根本委員

だいてありがとうございます。

あと２つは，ワーディング関係です。この場でも外国の皆様を表現するときに好ましくない外国人

といった表現はやめようということでやめました。今回も必要な外国人とかいう部分を切ったりして

いて非常にいいと思いますが，議論になった１２ページの両論併記のところで 「定住化を前提とし，

ない外国人」という用語が入っていて，それは本当に有志の皆様の御趣旨だったのだろうかという疑

問があります。恐らく定住化の取扱いを含めて外国の皆様のという趣旨だったのではないかと思いま

すし，受け取られた外国の皆様の受け止め方がこれではちょっときつくなりすぎるかなと思いますの

で，できれば修正をお願いしたいと思っております。

あと，１１ページの真ん中で「当該資格を有する者のニーズ」というところが「当該資格を有する

日本人のニーズ」となっており，例えば介護士資格を持っている日本人のニーズは何だろうかという

ように，言葉遣いが多少分かりにくくなっているところがございます。そのあたりもう一度レビュー

をお願いできたらと思っております。

簡単ですが，以上です。

ありがとうございました。○木村座長

根本委員が御発言した１２ページの「定住化を前提としない外国人」という表現は，多賀○新谷委員

谷座長代理を含めた有志の方が出された意見を踏まえた記述であると思います。その後の懇談会の論

議でも，専門的・技術的ではない分野の受入れについては「定住化を前提としない」という論議でし

た。この箇所の記述は，こうした懇談会の論議や意見が正確に反映をされている記述であって，この

ままの表現とすることが適当であると思います。

最後に１点，１７ページの青字で修正をされた部分があります。この箇所に記述されている外国人

技能実習制度の見直しについては，御承知のとおり法務省と厚生労働省の合同有識者懇談会で検討中

であって，まだ結論が出ていません。１７ページの青字で修正された部分には，優良な受入れ機関に

ついて２倍程度の受入れ枠の拡大が「必要である」と記載されていますが，まだ結論が出ていないの

です。それにもかかわらず，受入れ枠の拡大が「必要である」と記述することは，先取りしすぎで

はないか，書きすぎではないかと思います。修正前文案のとおり「適当である」ということが望まし

いのではないかと思いますので，修文を含めての検討をお願いしたいと思います。

以上です。

ありがとうございました。○木村座長

再度，難民認定に関して申し上げます。３２ページの一番上のところの１段落目の，○ノレーン委員

法務省において検討するというところについてです。

英語でいただいたテキストと日本語の関連もあるかと思うのですけれども，専門部会からの報告の

趣旨を十分に踏まえるという言い方では英語の感覚ではとてもあいまいであるので，専門部会からの

報告を踏まえるといったような直接的な表現にするべきだということをコメントさせていただきます。

考えさせていただきます。○木村座長
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せっかく来ましたので一言二言質問したいと思います。１２ページですけれども，先ほど○勝野委員

も御指摘ございましたが，外国人の受入れにはやはりプラスの面とマイナスの面があると思います。

今回の本提言は日本にとって必要な方々については積極的に受け入れようというポジションで書いて

あります。１２ページのところ，例えばでありますけれども，家事支援分野の外国人について云々か

んぬんと書いてありますけれども，その受入れがもたらす影響，どちらかというとネガティブなとこ

ろをこの文章では強調してありますけれども，やはりプラスの面もあるわけで，そのあたり中立的に

書くべきではないか。そういう観点からすると，この受入れがもたらす影響とか，プラス効果につい

ても中立的に書いたほうが誤解されなくて済むのかなというのが第１点。

第２点は，難民のところでありますけれども，難民のところはやはり基本的な問題というのは申請

が増加しているにもかかわらず，認定数が平成十何年と比べると非常に減ってしまっているという現

状があるわけでございまして，２９ページの検討事項のところについては現状の下でやはり国際責務

を果たすためには云々かんぬんと言ったほうがより方向性が明確になるのではないかと思います。

ありがとうございました。○木村座長

では，最後に多賀谷座長代理。

先ほどお話があった定住化を前提としないというのは，我々有志で出したときには○多賀谷座長代理

移民として入れるものではないということを言っただけで，いらっしゃった方がその後結果として定

住することはあり得ないことではないということで，そこら辺のニュアンスがどうも見解が違うので，

我々は移民は最初から移民として入れるものではないということでしたので，事務局において表現を

工夫してください。

それから，先ほど来，数名の委員の方からＵＮＨＣＲ関係の話が出ておりましたけれども，私はこ

こでＵＮＨＣＲの表現が入ってなかったのはこういう事情があるのだろうと思います。一つは，今現

在ヨーロッパでも他の国でも，ヨーロッパあるいはアメリカで移民を大量に入れたことについて後悔

していると言いますか，むしろそれを規制するような議論が出てきてまして，今後どうなるかわから

ないというところが一つあります。

それからもう一つは，やはりアジアはアジアであって，要するに基本的に多分これから入ってくる

のは他の国から，他というかアフリカとかそういうところから来るのではなくて，例えば先ほどネパ

ールの話がありましたけれども，中国人が入ってくる可能性もある。だから，アジアで一つの仕組み

をつくる。要するに難民認定制度といってもヨーロッパの制度をそのまま入れるのではなくて，だか

らアジア的な制度を多分今後作っていかざるを得ないだろうと思います。それは時期尚早ですけれど

も，そういう意味において留保したのだと思いますので，それに賛成であります。

以上です。

ありがとうございました。○木村座長

それでは，一通り御意見が出ましたので，以上とさせていただきたいと存じますが。冒頭申し上げ

ましたように，いろいろ時期，タイミング的な問題もありますので，一応ここで終わりにさせていた

だいて，今日様々な御意見が出ました。これについては事務局と相談をして修文させていただきたい

と思います。皆様方の御希望が全部入るかどうかは甚だ分からないところではありますけれども，こ

こでこれは殺し文句ではありませんが，是非事務局と私にお任せいただいて修文させていただければ

と存じますが，よろしゅうございますか。
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私非常に気になっておりますのは，いろいろ気になるところはあるのですけれども，珍しくと言っ

てはいけないのかな，ちょうど外国出張する暇がありましたのでこの報告書の原案を持っていきまし

て５回ぐらい読みました。こんなこと今までなかったことなのですが，それで，青字で入っていると

ころはほとんどこれ私が直したところであります。そういう意味では今までやらなかったようなそう

いうのをやったということなのですが。

社会的コストの問題なのですけれども，確かに中山委員が言われたこと分かるのですが，やはり国

民全体としては外国人を受け入れるべきかどうかという議論をしたときにはやはりどちらかというと

ちょっと引く層のほうが多いのではないかと思うのですね。そういうことからすると，そういう方は

やはり社会的コストということを入れれば変わるのではないかということを非常に意識しておられる

ので，それで最後に思い切って事務局とこれを入れたのですね。ですから，その辺の事情も御斟酌い

ただいて，多分また修文した後御相談すると思いますので，よろしくお願いしたいと思います。

それでは，これで一つの節目，これで終わりではないのですよね，終わりになると万歳と言ってい

いのですが，一応節目ということでございますので，局長のほうから御挨拶を一言いただきたいと思

います。よろしくお願いいたします。

本日でこの懇談会の報告書は一応取りまとまったと認識しておりますが，本当に○井上入国管理室長

長い間ありがとうございました。

昨年から１７回にわたりこの懇談会で御議論いただいたわけですが，座長はじめ委員の皆様方，大

変お忙しい中本当によく御出席いただきまして，また御熱心にそれぞれの専門や御知見に基づいた御

意見を展開していただきまして，誠にありがとうございました。その結果今回の報告書が取りまとま

ったわけでございますけれども，その内容は今の出入国管理の行政が直面している諸課題に関するい

ずれも重要な論点ばかりでございまして，しかもこられの論点はいずれも現代社会の急激な変化の中

で的確にこれについていかなければならない，そのような問題でございます。その観点からも，今回

の報告書は大変貴重な御示唆に富んだものになっておりますし，またそれに関連して様々な御意見を

いただいたことも我々はよく認識して当たっていきたいと思ってございます。

取りまとめいただいた報告書につきましては近日中に大臣に報告をして，その報告書を基に私ども

としては第５次の出入国管理基本計画の策定作業を進め，その新しい基本計画に基づいて着実に入管

行政を遂行してまいりたいと思ってございます。

委員の皆様方におかれましては引き続き入管行政の様々な課題について御指導御鞭撻をお願いした

いと存じますので，今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

これまでどうも本当にありがとうございました。

どうもありがとうございました。○木村座長

４ 今後の予定について

それでは，事務局から今後の予定についてよろしくお願いいたします。○木村座長

この報告書でございますけれども，先ほど座長からありましたとおり，本日の御意見○根岸企画室長

を踏まえまして，また座長の御指示を受けて修正作業を行います。その上で座長から大臣に報告書を

提出していただくということになりますけれども，若干その修正までの時間というのとその提出に当

たってのスケジュール調整等ありますので，ちょっとまだ今の時点でいつということは申し上げられ

ませんが，可能な限り早くやりたいと思っております。また日程等決まりましたら御連絡を申し上げ
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たいと思います。

正式に報告書そのものが，今日おおむねはまとまりましたけれども，セットされて大臣に座長から

提出するまではまだ正式にまとまった形になっておりませんので，お手持ちの資料等のお取扱いには

引き続き御注意いただけますようにお願い申し上げます。

今局長から申し上げたとおり，報告書を踏まえて我々法務省として法務大臣が策定する出入国管理

基本計画の策定作業を開始いたします。それが策定されましたら一度皆さんにお集まりいただいてそ

の内容の御報告と基本計画を踏まえて今後の課題等についてまた御指摘をいただければと思っており

ます。また，それについてはめどが立った段階で事務局から日程調整等の連絡をさせていただきたい

と思います。

最後に，また事務局からもこれまでの皆様の御協力御尽力に対しまして御礼を申し上げます。どう

もありがとうございました。

５ 閉会

どうもありがとうございました。○木村座長

本日はどうも大変活発な御議論をいただきましてありがとうございました。心より感謝申し上げま

す。

－了－


